
資

料

合
融
資
金
収
支
付
尻

差
引
財
政
資
金
収
支
尻

(企)

、
g国三Z
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〔制〕

①
日
本
銀
行
図
版
向
調
、
政
府
資
金
移
動
概
況
」
に
よ
り
作
成
。

②

H
の
消
貨
資
金
『
廿
円
他
」
劇
中
に
は
金
治
資
金
収
支
得
を
含
む
。

昭
和
二
十
二
年
七
月
|
|
九
月

て

は

し

が
き
|
|
再
び
本
分
析
の
意
発
に
つ
い
て

こ
の
分
析
の
意
義
と
方
法
に
つ
い
て
は
第

一
号
第
二
号

【
昭
和
二
十
二
年
一
月

l
一一一月
、
同

年
四
月
|
穴
月
】
は
し
が
き
に
お
い
て
述
べ
た
が
、
其
殺
の
研
究
の
結
果
分
析
方
法
に
若
干
の

改
正
を
加
え
た
の
で
、
こ
こ
に
改
め
て
簡
単
に
再
説
す
る
こ
と
与
す
る。

本
分
析
の
依
拠
す
る
原
資
料
た
る
日
木
飢
行
圃
陣
向
調
「
政
府
資
金
移
動
概
況
」
は
、
侮
月
中

政
府
当
座
預
金
に
影
響
せ
る
政
府
資
金
収
支
の
概
要
を
明
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
L
に

政
府
資
金
の
「
対
民
間
収
支
」
と
は
政
府
資
金
収
支
中
よ
り
対
日
本
銀
行
収
支
と
岡
山
仲
内
'怖
の
版

替
収
支
を
除
い
た
も
の
を
指
し
、
大
休
に
於
て
政
府
資
金
(
国
昨
金
〉
の
民
間
に
対
す
る
現
金
収

支
を
示
す
。
政
府
資
命
収
支
の
根
源
は
申
す
迄
も
な
〈
予
算
に
基
〈
悶
の
財
政
活
動
に
め
る

が
、
右
の
政
府
資
金
中
に
は
財
政
活
動
に
耕
一
〈
資
金
(
財
政
資
金
〉
以
外
の
も
の
も
若
干
含
ま
れ

て
い
る
。
こ
の
意
味
の
財
政
外
資
金
と
し
て
は
、
先
づ
第
一
に
郵
便
貯
金
収
支
、
及
其
の
運
用

の
如
き
政
府
の
金
融
活
動
に
基
〈
資
金
ー
ー
ー
預
金
制
資
金
ー
ー
が
あ
る
。
こ
れ
を
政
府
資
金
中

よ
り
正
確
に
分
別
す
る
こ
と
は
技
術
的
に
甚
だ
悶
嫌
で
あ
る
が
、
別
表
に
於
て
は

一
応
の
試
み

と
し
て
其
の
収
支
を
推
定
摘
記
し
た
〈
推
定
方
法
に
つ
い
て
は
別
表
世
参
照
)
。
但
し
其
の
収
支

は
必
ず
し
も
正
確
を
期
し
鰍
〈
、
収
支
尻
も
亦
浩
子
の
附
則
的
ず
れ
を
免
れ
な
い
。
第
二
に
日

木
銀
行
引
受
後
民
間
に
消
化
さ
れ
た
食
粗
証
券
、
大
械
省
-杭
券
等
の
償
還
・
制
は
償
逝
則
の
政
府

当
直
預
A
M
残
高
に
影
山
仲
位
す
る
け
れ
ど
も
、
性
質
上
日
木
銀
行
と
民
間
(
金
融
機
関
)
と
の
収
支
と

見
る
べ
〈
、
之
宮
財
政
資
金
に
算
入
す
れ
ば
財
政
支
出
と
し
て
は
霊
被
す
る
こ
と
と
な
る
。
第

三
に
別
口
組
替
、
指
定
組
悼
の
如
、
伊
も
通
り
抜
け
(
乃
歪
亙
複
)
勘
定
で
あ
る
か
ら
財
政
資
金
よ

り
除
外
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
以
上
三
者
収
支
合
計
(
別
表
、
帥
「
財
政
外
資
金
」
)
を
政
府
資
金
収

支
か
ら
差
引
い
た
も
の
は
、
大
休
予
算
〈

一
般
会
計
特
別
会
計
純
計
)
に
対
応
す
る
財
政
資
金
収

二
六
八

例

入

忠

一
一村

凶、
八主
一-

1 (→(ゐ)

1 ・旬 。
i FU 凶
ノ、、 ニニ

(→ 

一一
一七

、一
一一一白

一

支
現
計
と
見
て
差
支
な
い
。

木
分
析
で
は
こ
の
財
政
資
金
を
国
民
経
治
的
観
点
特
に
財
政
収
支
の
イ
ン

フ
レ
ー
シ

ョ
ン
に

及
す
影
響
を
究
明
せ
ん
と
す
る
見
地
よ
り
、
一史
に
、
ハ
門
消
山
氏
資
金
(
消
貸
主
体
と
し
て
の
財
政
収

支
)
、
同
事
業
資
金
(
事
業
主
体
と
し
て
の
財
政
収
支
)
、
同
出
資
資
金
(
出
資
生
体
と
し
て
の
財

政
収
支
〉
の
三
つ
に
分
類
し
た
。
識
し
等
し
く
財
政
資
金
赤
字
と
一
一
白
っ
て
も
其
の
イ
ン
フ
レ

ー

シ
ョ
ン
に
対
す
る
意
味
は
夫
々
多
少
異
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
分
類
に
よ
る
木
年
度
第
二

・
四

半
期
中
財
政
資
金
収
支
の
実
態
に
つ
い
て
は
後
に
概
述
す
る
が
、
其
の
前
に
こ
の
統
計
の
利
用

に
つ
い
て
左
の
諸
点
を
注
意
し
て
お
く
。

ω
総
じ
て
従
来
の
国
昨
制
度
に
於
て
は
国
陣
内
振
替
収
支
と
現
金
収
支
と
を
伐
，
然
と
分
別
す

る
よ
う
な
組
織
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
且
預
託
金
制
度
、
郵
便
局
過
組
合
内
資
金
払
出
制
度
、

送
金
制
度
等
の
聞
係
よ
り
し
て
個
々
の
羽
目
は
必
ず
し
も
其
の
正
郎
な
収
支
を
あ
ら
わ
し
て

い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
別
表
の
同
の
事
業
資
金
特
に
通
信
事
業
収
支
に
於
て
甚
し
い
。

間

政

府

当
座
.
制
金
が
日
本
銀
行
本
巾
仰
に
集
中
さ
れ
て
い
る
関
係
よ
り
し
て
原
資
料
は
相
当
統

計
上
の
時
期
的
ず
れ
が
あ
る
。
此
の
点
は
別
表
最
後
の
糊
に
於
て
木
支
脂
政
府
勘
定
残
高
に

よ
っ
て

一
応
訓
推
し
た
が
、
政
・
肘
資
金
の
実
際
収
支
は
日
木
銀
行
木
支
仲
間
の
み
な
ら
ず
、
多

数
の
代
理
問
に
於
て
も
行
わ
れ
る
か
ら
、
原
資
料
計
数
と
実
際
収
支
と
の
附
則
的
ず
れ
の
制

整
は
之
を
以
て
し
て
は
十
分
で
な
い
。

聞
こ
こ
に
掲
げ
た
財
政
資
金
収
支
現
計
は
大
体
予
算
上
一
般
会
計
特
別
会
計
純
計
に
対
応
す

べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
之
を
一
般
会
計
、
特
別
会
計
に
分
知
す
る
こ
と
は
型
輸
上
不
可
能

で
あ
る
。
然
し
乍
ら
傾
向
的
に
は
別
表
付
及
伺
の
合
計
は
ほ
ど
予
算
上
の

一
般
会
計
、
口
は

特
別
会
計
現
金
収
支
な
あ
ら
わ
す
も
の
と
児
て
大
過
あ
る
ま
い
。

ω
悶
陣
内
振
替
収
支
を
除
外
し
て
あ
る
関
係
上
個
々
の
項
目
が
正
当
な
計
数
を
あ
ら
わ
し
て

い
な
い
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
別
表
向
「
食
糊
管
理
」
収
入
中
に
は
「
貿
易
資
金
」
収
入
に
移
管

さ
る
べ
き
も
の
が
相
当
あ
り
、
そ
の
た
め
貿
易
資
金
赤
・
字
は
不
当
に
大
き
ぐ
な
っ
て
い
る
。



現
に
八
月
に
十
五
億
円
の
移
管
を
見
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
別
表
に
あ
ら
わ
れ
て

い
な

い
。
又
別
表
付
「価
格
調
整
資
」
中
に
は
食
糧
買
上
関
係
の
価
格
調
整
賓
と
し
て
食
糧
管
理
会

計
に
移
管
し
た
金
額
は
含
ま
れ
て
い
な
い
(
八
月
間
会
計
え
移
管
額
七
億
円
あ
り
)
。
右
は
同

会
計
支
出
中
に
合
算
さ
れ
て
あ
る
建
前
で
あ
る
。

之
を
要
す
る
に
原
資
料
を
木
表
の
如
く
再
分
類
す
る
と
と
は
現
在
の
国
陣
制
度
の
下
に
於

て
は
甚
だ
困
難
E
不
正
確
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
理
知
の
上
で
敢
え
て
か
〈
の
如
き
分
析
を
試

み
る
所
以
の
も
の
は
、
財
政
資
金
掛
金
収
支
の
国
民
経
済
的
意
、
読
を
究
明
せ
ん
と
す
る
こ

と
、
並
に
将
来
更
に
合
理
的
な
国
時
制
度
の
改
正
を
期
待
せ
ん
と
す
る
ζ
と
〈
近
〈
行
わ
れ

る
国
陣
制
度
改
正
も
以
上
の
諸
点
を
十
分
に
解
決
し
て
い
な
い
)
の
二
点
に
あ
る
。
従
っ
て

別
表
計
数
特
に
其
の
項
目
別
内
訳
は
若
干
不
在
確
た
る
を
免
れ
な
い
が
、
財
政
資
金
現
金
収

支
の
国
民
経
済
的
意
義
を
傾
向
的
に
槻
取
す
る
一
助
と
は
な
る
も
の
と
考
え
る
。

ニ
、
昭
和
二
十
二
年
七
月
中
財
政
収
支

月
中
政
府
資
金
収
支
は
収
入
宵
七
十
二
億
円
、
文
間
二
百
四
十
二
指
円
に
し
て
、

差
引
支
出

超
過
は
七
十
億
円
〈
支
居
未
達
分
を
調
整
す
れ
ば
六
十
八
億
円
)
と
、
前
月
に
比
し
阿
十
八
億
円

の
激
増
と
な
っ
た
。
右
は
前
月
来
の
政
府
支
払
遅
延
が
今
月
に
入
っ
て
や
L
促
進
さ
れ
た
こ
と

を
示
す
。
こ
の
中
か
ら
預
金
部
資
金
、
大
蔵
省
証
券
償
還
額
、
別
口
指
定
組
替
の
如
き
財
政
外

資
金
を
除
い
た
財
政
資
金
と
し
て
は
六
十
六
億
円
の
支
出
超
過
と
な
る
。

消
費
資
金
に
於
て
は
租
税
収
入
は
相
当
の
増
加
を
示
し
た
が
、

一
方
終
戦
処
理
費
支
出
等
も

亦
増
加
し
、
差
引
支
出
超
過
は
前
月
に
比
し
九
億
円
増
の
二
十
九
億
円
と
な
っ
た
。

事
業
資
金
に
於
て
は
貿
易
資
金
の
赤
字
増
加
が
目
立
つ
が
、
右
は
元
輸
出
入
代
行
機
関
の
決

済
関
係
、
貿
易
公
団
え
の
貸
付
等
に
よ
る
。
国
有
鉄
道
事
業
、
食
糧
管
理
赤
字
も
亦
著
増
し
、

結
局
収
支
民
は
赤
字
三
十
七
億
円
〈
前
月
比
三
十
七
億
円
増
)
に
上
っ
た
。

出
資
資
金
と
し
て
は
肥
料
配
給
公
団
山
資
金
六
千
五
百
万
円
が
あ
る
。

三
、
昭
和
二
十
二
年
八
月
中
財
政
収
支

当
月
政
府
資
金
収
支
は
収
入
百
七
十
λ
惟
円
、
文
州
二
百
七
十
一
億
円
、
法
引
支
出
超
過
は

突
に
九
十
三
億
円
と
本
年
度
最
高
の
赤
・
字
を
示
現
し
た
(
尤
も
支
庖
未
達
分
を
考
慮
す
れ
ば
八

十
五
億
円
)
。
財
政
外
資
金
と
し
て
は
食
糊
証
券
償
還
十
一
億
円
、
預
φ
一
部
資
金
収
入
超
過
四

億
円
等
あ
り
、
結
局
財
政
資
金
支
出
超
過
は
八
十
五
億
円
と
な
っ
た
。

財
政
資
金
の
対
民
間
収
支
分
析

間
和
二
十
二
年
七
月
|
九
月

消
費
資
金
と
し
て
は
租
税
収
入
が
若
干
減
少
を
見
た
が
、

一
万
地
方
分
与
税
分
与
金
、
終
戦

処
理
費
等
も
減
少
し
差
引
支
出
超
過
は
三
十
一

億
円
と
な
っ
た
(
前
月
比
二
億
円
相
)
。

車
業
資
金
に
於
て
は
麦
馬
鈴
薯
の
買
上
進
捗
に
因
る
食
糧
管
明
支
出
(
従
っ
て
赤
字
も
亦
)
の

増
加
著
し
く
、
総
体
の
赤
字
は
前
月
比
十
七
億
円
増
の
五
十
三
億
円
に
遥
し
た
。
尚
当
月
に
於

て
は
一
般
会
計
(
側
絡
制
鞄
費
〉
よ
り
食
糧
管
理
会
計
え
七
億
円
、
食
糧
管
開
会
計
よ
り
貿
易
資

金
勘
定
え
十
五
億
円
の
国
庫
内
移
管
が
行
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
之
等
の
支
山
川
乃
至
支
出
超
過

は
そ
れ
丈
加
減
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、
昭
和
二
十
二
年
九
月
中
財
政
収
支

九
月
中
政
府
資
金
収
支
は
収
入
二
百
二
十
五
億
円
、
支
出
二
百
八
十
五
億
円
、
差
引
支
出
超

過
六
十
億
円
(
支
脂
米
述
分
を
調
整
す
れ
ば
七
十
一
億
円
)
と
な
っ
た
。
財
政
外
資
A
叉
う
ち
食

糧
証
券
償
還
九
億
円
)
を
除
〈
財
政
資
金
収
支
と
し
て
は
五
十
億
円
の
赤
字
と
な
る
り

消
拠
資
金
は
租
税
収
入
の
著
増
、
終
戦
処
理
賀
の
若
干
の
減
少
に
も
拘
ら
ず
、
地
方
分
与
税

分
与
金
、

価
特
訓
盤
貴
等
の
増
加
に
よ
っ
て
差
引
赤
字
は
四
十
四
億
円
に
上
っ
た
(
前
月
比
十

三
億
円
増
)。

事
業
資
金
中
食
糧
管
理
収
入
は
食
粗
配
給
の
進
捗
を
反
映
し
て
好
訓
其
の
支
出
超
過
は
僅
か

に
四
億
円
に
止
っ
て
い
る
。
尚
国
有
鉄
道
事
業
に
於
て
は
今
回
初
め
て
新
刺
率
に
よ
る
公
募
公

債
十
億
円
が
発
行
さ
れ
た
(
其
の
代
り
金
九
億
五
千
五
百
万
円
を
同
収
入
中
に
加
算
し
た
の
で

赤
字
が
同
額
減
少
し
た
計
算
と
な
っ
て
い
る
〉
。
か
く
て
事
業
資
金
全
体
の
赤
字
は
僅
か
に
六

億
円
(
前
月
比
四
十
七
億
円
減
)
に
止
っ
た
。

尚
八
月
、
九
月
共
出
資
資
金
支
出
は
皆
無
で
あ
る
。

五、

昭
和
二
十
二
年
度
第
三
・
四
半
期
中
総
括

以

t
第
二

・
凹
半
期
中
を
通
計
す
れ
ば
、
政
府
資
金
支
出
超
過
額
は
二
百
二
十
三
億
円
〈
支

唐
米
連
分
を
考
慮
す
れ
ば
二
百
二
十
一
え
億
円
〉
と
な
り
、
こ
の
中
か
ら
預
金
部
資
金
収
入
超
過

(六
億
円
)、
大
賊
符
証
券
及
食
糧
世
券
償
還
額
(
二
十
四
億
円
〉
、
別
口
指
定
組
替
支
出
組
過

(五
億
円
)
町
村
財
政
外
資
金
二
十
二
億
円
を
差
引
け
ば
財
政
資
金
と
し
て
は
朋
・中
左
の
迦
り
三
百

一
億
円
の
支
出
超
過
(
月
平
均
六
十
七
億
円
)
と
冷
る
。

パ

門

消

費

資

金

同

耶

業

資

金

一
O
四
億
円

九
六
世

ご
ム
ハ
丸



資

料

資

資

二
O
-

但
し
事
業
資
金
の
中
に
は
間
接
税
的
性
格
を
持
ち
且
消
費
資
金
財
源
に
繰
入
れ
ら
る
べ
き
専

売
局
益
金
五
十
五
億
円
を
含
む
を
以
て
之
を
除
い
て
再
計
算
す
れ
ば
事
業
資
金
赤
字
は
百
五
十

昭
和
二
十
三
年
度

第
二

・
四
半
期
中

同

出

金

一
億
円

2 
/ 

政

府

資

金

対

民

間

収

支

分

析

表

費

其金地質社側公 M租租
方会柏共産税
令及 税税
套説割都等外 1m

雰路整業収収机

与設費封入入入

l眠

=一凶
冨

七、一
一さ
一

別門部

項

51IJ 

伺

入

一
支

耳
、

-50-
人穴ニ
一

八
車
主

付t消資金

-山山
I
4
E
 

同

固

有

鉄

道

事

業

通

信

事

業

専

売

局

薪

炭

需

給

制

節

食

糧

管

型

貿

易

資

金

其

他

一、凶
ニロ一

一九
=一一

ェ
、Z
Z
八
一

豆八九
一

ェ
、(〕穴同
一

八E
一八

一、一一回一円

八
、
さ
一

胴

一
公

団

出

資

一

如

担

金

出

資

一

資

一

r

-

一

金

一

-Z
H

-

一

業資金

脅十

ヨム
uz

一、
エム官

七、
三
墨
付

。、
一三九一
付

}、八八回
一
H

-一八六
一
H

百一五九
一

主
主
村

一一、
向
。一

H

Z
、一一室
一
H

一、}
エ
セ
一

--、
-一七円
一
村
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E
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、穴七円
;;..， 
Z正

一 ー

二
七
O

一
億
円
(
消
費
資
金
赤
字
四
十
九
億
円
)
の
巨
額
に
上
り
総
体
の
赤
字
の
七
五
%
を
占
め
る
。
か

ぐ
て
事
業
資
金
(
官
業
)
赤
字
は
消
費
資
金
(
一
般
会
計
)
中
の
終
戦
処
理
費
支
出
と
共
に
現
下
財

政
イ
シ
プ
レ
l
シ
ヨ
ン
の
二
大
要
因
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
高

昭

入|和

支|十

年
八

月
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二
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円品四人
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、凶九八

=、

o
三

ハ

円

八

望
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京
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村
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、
宅
五

七
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石
川
一
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剛
、
九
八
山
一

『一二一
凶誠
一
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八
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品
、
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収
白
白
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副
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引
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制
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短
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一、一一室

-

八七八
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政
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資
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計
(
付
1
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側
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一

一七、
一八
O
一

七、
o
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A

-一七
、G
人ム
け

一

一

一

一、

豆

一

一入
、
室
付

未

達

勘

定

調

繋

一

一一o
A

-一O
L

…

一二
三

政

府

資

金

再

計

一

一七、
一一一八六十

-一回二八
戸
村
穴
、
完
九
一

一一七、突入
↑
付

言

、
音
訴

-

-英
五
一
四
~
付

(
註
)
水
茨
は
日
本
銀
行
図
降
局
抑
「
政
府
資
金
移
動
機
況
」
特
に
そ
の
中
の
「民
間
関
係
収
支
内
訳
』
に
依
つ
℃
作
成
し
た
が
、

部
門
別
及
項
目
別
分
類
に
当
つ
て
は
ζ
れ
に
対
し
て
凡
そ
犯
の
如
き
披
定
乃
至
線
作
を
加
え
た
。

ω
木
決
同門
「
山
間
金
部
資
金
」
収
支
は
省
「
民
間
関
係
収
支
内
訳
」中
の「
預
金
制岬
」
収
支
に
よ
ら
ず
、
同
じ
資
料
の
「
矧
金
部
収
支
内
訳
」よ
り
邸
便
貯
金
受
払
(
邸
使
貯
金
増
減
尻
で
あ
る
が
、
実
際
の酬明
滅
菌とは
結
干
の
時
郎
的
ず
れ
が
あ
る
)
正
、
只
他
対

民
間
収
支
ハ
貸
付
金
、
保
管
金
、
供
託
金
き
と
の
合
計
微
を
と
り
、
更
に
「
民
間
関
係
収
支
内
訳
」
士

山
納
官
究
預
託
金
」
支
出
の
半
獄
中
島

便
局
交
換
尻
決
涜
金
と
推
定
し
て
之
を
右
の
収
支
合
計
額
双
方
に
加
え
て
算
出
し
た
。

ω
原
資
料
公
民
間
関
係
収
支
内
訳
」
)
中
「預
金
部
」
及

『凶
納
官
史
源
託
金
」
収
支
越
に

「邸
町
民
周
泡
超
金、

同
資
金
払
出
』
の
一-
一
者
受
払
合
刑
判
明
よ
り
、
前
記

ωの
預
金
部
資
金
収
支
を
遊
引
い
た
残
耐
酬
は
、
以
の

λ
O
W却
を
木
地
点
伺
の
「
以
他
」
に
〈
大

部
分
通
信
事
業
収
支
と
見
ら
れ
る
)
、
二

O
W却
を
付
の
「
其
他
」
に
加
え
た。

ω
原
資
料
「其
他
」
は
〈
ム
縦
を
木
表ハ
門
の
「其
他
」
に
算
入
し
た
(
ζ

の
文
川
の
大
部
分
は
『地
方
分
与
税
分
与
金
」
に
知
人
位
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
)
。

ω
本
淡
伺
「
固
有
鉄
道
事
業」
九
月
分
収
入
に
は
同
会
計
、
公
務
公
綴
代
り
金
(九
五
五
自
万
円
)
を
加
算
し
た。

ω
日
本
銀
行
引
受
後
民
間
に
消
化
さ
れ
た
大
蔵
省
証
券
及
食
縦
証
券
世帯
の
絞
遇
瓶
は
財
政
支
出
と
し
て
は
箪
復
ナ
る
を
以
て
、
財
政
資
金
よ
れソ
除
外
し
た
〔木
市
吉
伸
『既
別
役
券
償
還
」
七
月
分
支
出
は
前
者
世、

八
月
九
月
分
支
出
は
後
者
を
一
取
す
〉。

四
阿
別
口
組
替
、
指
定
絶
叫官
も
大
部
分
過
紋
〔乃
宇
一
虫
抑
制
〉
勘
定
と
見
て
側
の
『
財
政
外
資
金
」
に
算
入
し
た
。
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昭
和
二
十
二
年
十
月
|
|
十
二
月

本
分
析
の
意
義
、
資
料
の
操
作
、
推
定
方
法
世
帯
に
つ
い
て
は
既
に
〈
り
返
し
述
べ
た
か
ら
、

改
め
て
述
べ
る
こ
と
は
省
略
し
、
本
号
に
於
て
も
大
体
前
回
の
方
法
を
踏
襲
し
つ

つ
、
以
下
表

に
つ
い
て
若
干
の
解
説
を
試
み
る
。

一
、
十
月
中
財
政
収
支

月
中
の
対
民
間
収
支
は
引
揚
二
百
十
億
円
、
撒
布
三
百
億
円
、
差
引
九
十
億
円
の
撒
布
超
過

〈
未
達
勘
定
を
考
慮
す
れ
ば
八
十
九
億
円
)
で
あ
る
が
、
予
算
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
は
七
十

九
億
円
と
な
る
。

但
し
復
興
四
分
利
公
債
(
鉄
道
)第
二
回
の
公
募
額
面
十
三
億
円
代
り
金
市
中

金
融
機
関
引
受
分
十
一
億
八
千
五
百
万
円
〈
残
額
八
千
九
百
万
円
は
預
金
・
部
引
受
)
は
鉄
道
収
入

中
に
含
め
て
あ
る
か
ら
赤
字
額
と
し
て
は
こ
れ
を
加
え
た
も
の
と
な
る
。

財
政
資
金
の
対
民
間
収
支
分
析

昭
和
二
十
二
年
十
月
l
十
ご
月
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消
費
資
金
は
租
税
収
入
が
第
三
期
予
算
出
叩
管
納
税
期
た
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
前
月
に
比
し
十

一
億
円
の
減
少
と
な
っ
て
居
る
が
、

一
方
終
戦
処
理
費
等
が
予
算
不
足
、
支
払
金
額
査
定
遅
延

に
よ
る
若
干
の
減
少
を
見
た
た
め
赤
字
三
十
一
億
円
を
示
し
、
卒
業
資
金
中
鉄
道
は
前
記
公
債

代
り
金
を
除
外
す
れ
ば
十
瓦
億
円
の
赤
字
、
専
売
収
入
は
原
料
貫
入
期
の
関
係
で
前
月
比
八
億

円
の
益
金
減
と
な
っ
て
居
り
、
食
糧
管
理
会
計
は
供
米
別
に
入
り
農
林
中
央
金
庫
前
渡
金
の
増

加
を
映
し
て
約
三
十
三
億
円
の
赤
字
地
、
結
局
事
業
資
金
赤
字
は
四
十
七
億
円
と
な
っ
た
。

ニ
、
十

一
月
中
財
政
収
支

当
月
中
の
対
民
間
収
支
は
引
揚
二
百
八
十
七
億
円
、
撒
布
三
百
七
十
億
円
、

差
引
撒
布
超
過

八
十
三
億
円
(
未
達
勘
定
を
考
臆
す
れ
ば
七
十
六
億
円
)
で
あ
る
。
財
政
外
資
金
を
除
き
予
算
に

対
応
す
る
支
出
超
過
額
を
見
れ
ば
七
十
六
億
円
と
な
る。

消
費
資
金
中
和
税
は
六
十
三
億
円
と
前
月
に
比
し
て
は
和
増
加
し
て
ゐ
る
が
前
月
分
の
お
〈

れ
が
相
当
含
ま
れ
て
居
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
追
加
予
算
の
成
立
に
よ
り
定
大
な
税
収
入
を
予

ご
七


